
監査報告書

　

独立行政法人通則法 （以下 「通則法」 という。） 第１９条第４項及び第３８条第２項の

規定に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 （以下 「機構」
という。） の２０２２事業年度 （２０２２年４月 １日～２０２３年３月 ３１日） の業務、 事業報告

書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、行

政コスト計算書、 純資産変動計算書、 キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細

書） 及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び結果を取りまとめたので、以

下のとおり報告する。

１． 主要監査事項

　

２０２２事業年度の監査活動を通じて、確認・検証を図った主要な監査事項は以下のと

おりである。

○関係法令及び諸規程等の遵守状況

○中長期／年度計画達成状況、 業務執行状況、業績自己評価の妥当性

○内部統制の体制並びにその運用状況及び有効性

○重要リスクの評価及び管理・対応状況（コンプライアンス、 文書管理、 個人情報保

護、 情報セキュリティ、 不正・事故防止等）

○資産の取得・管理 処分の適正性

○入札・契約の公正性、情報公開・情報開示の適切性

○事業報告書、財務諸表及び決算報告書の内容並びに会計処理の適正性

２． 監査の実施方法及び内容

（１） 監査実施に先立って、２０２２年７月に監査計画を策定し、 理事長に提出、 説明す

　　　

るとともに、 運営会議にて監査計画および重点監査事項について説明報告した。

（２） 同計画の年間スケジュール等に則り、本部 （２０部室・１センター） に対する期中

　　

監査、 関西支部に対する期中監査、 本部管理部門 （１０部室ｏｌセンター）に対す

　　

る期末監査、並びに経理部、総務部及び会計監査人に対する決算関係監査を、資

　　

料に基づき説明を受け質疑・確認を行なうことで、順次実施した。海外事務所に

　　

関しては、北京事務所は事務所長の来日に合わせて対面での監査を実施し、欧州

　　

事務所は往査を実施した。



（３） 年間を通じて随時実施した監査は、 以下のとおりである。

　

①

　

重要会議への出席

　　

・運営会議（２０２２年度通算３２回開催）、 内部統制・，リスク管理推進委員会及び情

　　

報セキュリティ委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、 業務運

　　　

営に関わる内部統制が有効に機能していることを確認した。また、２０２２年度業

　　　

績評価に係る業績評価点検委員会の審議内容を確認．し、同委員会の公正性及び

　　　

自己評価の妥当性を確認した。

②

　

契約関係

　

Ａ． 契約・助成審査委員会（担当理事・部長で構成／２０２２年度通算３４回開催）へ

　　

の出席

　　

・２千万円超の案件に係る契約先・助成先の選考審議に出席し、必要に応じて

　　　

意見を述べるとともに、 選考が公正に行なわれていることを確認した。

　　

・併せて、競争性のない随意契約（新規）の事前点検が適正に行なわれている

　　　

ことを確認 した。

　　

・理事長が相談役である会社並びにその関係会社の審議案件については利益

　　　

相反に係るＮＥＤＯ規程に沿い、契約・助成審査委員会において都度相反状況

　　　

の有無について報告を受けて、 監事として確認承認した。

Ｂ． 資料に基づく，説明及び質疑・確認

・上記契約・助成審査委員会に付議されない案件のうち１００ 万円超の案件並

　

びに１０万円以上１００万円以下の少額随意契約案件につき、 四半期毎に、個

　

別契約リストにより報告を受け、 適正性を確認した。

Ｃ． 契約監視委員会（外部有識者３名及び監事２名で構成）の開催・審議

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１７日

　

閣議決定）及び「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」

　　

（平成２７年５月 ２５日総務大臣決定） 並びに「公益法人に対する支出の公

　

表．点検の方針について」（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基

　

づき、「調達等合理化」 に係る計画及び自己評価結果を点検するとともに、

　　

「競争性のない随意契約」、「一者応札・応募案件」、「公益法人に対する支出」

　

の妥当性について審議するもの。２０２２年度は、２０２１年６月 ２０日に対面で、

　

６月 ２０～２２日に書面で開催した。

③

　

情報公開関係

　

・情報公開を求められている事項について、毎月、四半期毎、各年度の公開に際

　　

して、 それぞれ資料に基づき報告を受け、 公開が適切になされていることを

　　

確認 した。



④ 重要書類回付・報告

　

・理事長決裁に係る全ての法人文書並びに規程類の新設・改定に係る全ての法人

　

文書の回付を受け、 内容及び手続の適切性を確認した。

　

・内部監査結果報告、 法人文書監査結果報告、個人情報管理状況監査結果報告、

　

情報セキュリティ監査結果報告等の報告に基づき、 担当部と意見交換し、問題

　

点の有無・対処状況等を確認した。

　

・その他の機構運営に関わる重要な報告等について、関連文書の回付またはロ頭

　

報告を受けて内容を確認した。

⑤ 経済産業大臣宛て提出書類の調査

　

・通則法第１９条第６項に従い、「通則法の規定による認可、 承認、 認定及び届出

　

に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類」、「その他経済産業省

　

令で定める書類」について、経済産業大臣宛ての提出に先立って調査を実施し、

　

適正性を確認した。

⑥

　

その他

　

・理事執行会議における理事長及び理事間の意見交換状況について、その議事録

　

に基づいて経営企画室から都度報告を受け、各役員のより良き経営および業務

　

改善への取組姿勢、 及び総合的な備敵性・機動性の発揮状況を確認．した。

　

・研究・制度評価委員会を傍聴し、 プロジェクトの実施状況及び評価の客観性を

　

確認 した。

　

・研究成果報告会、成果報告イベント、機構内研修、技術戦略研究センター定例

　

会議等を傍聴し、 業務の実施状況等を確認した。

　

・個別事案等に関して、 随時聴取・確認を実施した。

　

・役員の職務執行に関しては、 本人からの確認書をもってその状況を確認した。

（４） 監査結果の報告及び意見交換等を、 以下のとおり行なった。

　　

・期中・期末監査の結果については、 記録文書を作成の上、 理事長・副理事長・

　　　

各担当理事に報告し意見交換を実施した。

　　

・内部監査部門とは、 より効果的・効率的な監査を実施するべく、 監査計画及び

　　　

監査結果等について情報交換を行なった。

　　

・．会計監査人とは、会計監査計画及び期中会計監査結果について意見交換を行な

　　　

うとともに、「会計監査人の職務の遂行に関する事項目こつき説明を受け、会計

　　　

監査人が独立の立場を保持し、かつ適切な監査を実施していることを確認した。

　　　

また、 期末会計監査終了後には、 同監査結果につき報告を受け、 内容を確認し

　　　

た。



３， 監査の結果

（１） 機構の業務運営は、関係法令及び業務方法書等を遵守の上、中長期目標に則って

　　

策定された中長期計画及び年度計画に従い、効果的、効率的に実施されている。

（２）， 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認め

　　

られず、善管注意義務違反や忠実義務違反等も認められない。利益相反も適切に

　　

管理されており、契約・助成委員会においても相反と見徴される行為は認められ

　　

ていない。

（３） 運営会議を軸として情報の共有と認識の統一を図る体制が構築されており、 内

　　

部監査の他、 法人文書・個人情報管理・情報セキュリティに係る各監査が規程通

　　

り実施され、内部統制・リスク管理推進委員会、情報セキュリティ委員会も機能

　　

している。 情報セキュリティマネジメ ントシステム国際規格 （ＩＳＯ／工ＥＣ２７００１） の

　　

認証取得は認証更新も行われている。リスク事案等発生時の対応についても、よ

　　

り良き業務運営を日指した取組が実践されており、総じて、内部統制は有効に機

　　

能 しているものと認められる。

（４） 業績は概ね順調に進展しており、業績に対する自己評価も、業績評価点検委員会

　　

による妥当性チェックを経て、 適正に行なわれている。

（５）１資産管理は適正に実施されており、入札・契約の公正性も確保され、また、情報

　　

公開及び情報開示の適切性も維持されている。

（６） 事業報告書は、 法令に従って機構の状況を正しく記述しているものと認める。

ぐ７） 財務諸表は、独立行政法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計基準

　　

に準拠して作成されており、 機構の財務面の状況を適正に表示しているものと

　　

認める。

（８） 決算報告書は、 機構の予算の区分に従って決算の状況を正しく表示しているも

　　

のと認める。

（９） 会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査の体制、 方法及び結果は相当



であると認める。

４， 過去の閣議決定において定められた監査事項についての意見

　　

・特段記載すべき問題は認められない。

２０２３年６月１６日

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構


